
障 福 第 141 号
平成28年６月10日

各市町村障害福祉主管課長　様

神奈川県保健福祉局福祉部　
障害福祉課長　
（公印省略）　

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律」の公布及び一部の施行について(通知)

日ごろより障害保健福祉施策の推進に御理解・御協力いただき厚くお礼申し上げます。
さて、この度、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律」（平成28年法律第65号）の公布及び一部の施行について、平成28年６月３日付け障発0603第１号により厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長から別添のとおり通知がありましたので通知します。
なお、改正法の施行は、児童福祉法に新たに追加された地方公共団体による医療的ケア児に対する各種支援の連携体制整備に関する措置に係る努力規定（第56条の６第２項関係、公布日施行）を除き、平成30年４月１日とされています。



問い合わせ先　　　　　　
事業支援グループ　岡崎
電話　045-210-4717　　


